
雇⽤形態 常勤（年俸職員）

雇⽤契約期間
1年間（雇⽤契約の更新有り）
※雇⽤契約期間の定めのない正職員への登⽤制度有り
（原則、2回⽬の契約更新時より）

着任時期 令和6年4⽉1⽇（※応相談）

業務内容 神奈川⻭科⼤学短期⼤学部 看護学科教員としての学⽣教育等

応募資格 次ページをご参照ください。

待遇
経験を考慮いたします。
詳細については、お問い合わせください。

応募書類

履歴書・業績書・看護師免許証の写し
※「履歴書」のみ所定のフォーマットがありますので、
  本学ＨＰの採⽤情報よりダウンロードしてください。
※履歴書の余⽩に担当可能な領域を記載して下さい。

選考⽅法

1.書類選考
2.⾯接試験など
※ご専⾨分野における教育研究等に関してのプレゼンテーションを
 ⾏って頂く場合があります。

備考 ※応募書類⼀式は、原則として返却いたしません。

応募書類提出先
（問い合わせ先）

〒238-8580 神奈川県横須賀市稲岡町82
学校法⼈神奈川⻭科⼤学 総務部⼈事課
TEL︓046-822-8815
E-mail︓jinji@kdu.ac.jp
＊封筒に「看護学科教員（常勤）応募書類在中」と朱書きしてください。

看護学科教員（常勤）公募要領

募集領域・職位
採⽤⼈数

【募集領域】
 基礎看護学 講師以上（1名）
 成⼈看護学 講師以上（1名） 助教（1名）
 ⽼年看護学 講師以上（1名）
 精神看護学 助教もしくは助⼿（1名）
 ⺟性看護学 助教以上（1名）
 ⼩児看護学 助教以上（1名）
 地域・在宅看護論 助教以上（1名）
 ※職位は経歴等を考慮し決定します。



【基礎看護学】
以下の➀②③④を全て満たす者
➀修⼠以上の学位を有する者
②専⾨分野に関する教育・研究業績を有する者
③基礎看護学領域の講義、演習、実習を担当できる者
④本学の建学の精神ならびに教育⽬標を理解し、その達成に協⼒できる者

【成⼈看護学】
※講師以上の場合
以下の➀②③④を全て満たす者
➀修⼠以上の学位を有する者
②専⾨分野に関する教育・研究業績を有する者
③成⼈看護学領域の講義、演習、実習を担当できる者
④本学の建学の精神ならびに教育⽬標を理解し、その達成に協⼒できる者

※助教の場合
以下の➀②③を全て満たす者
➀修⼠以上の学位を有する者
➁成⼈看護学領域の講義、演習、実習を担当できる者
③本学の建学の精神ならびに教育⽬標を理解し、その達成に協⼒できる者

【⽼年看護学】
以下➀②③④を全て満たす者
➀修⼠以上の学位を有する者
②専⾨分野に関する教育・研究業績を有する者
③⽼年看護学領域の講義、演習、実習を担当できる者
④本学の建学の精神ならびに教育⽬標を理解し、その達成に協⼒できる者

【精神看護学】
※助教の場合
以下の➀②③④を全て満たす者
➀修⼠以上の学位を有する者
②専⾨分野に関する教育・研究業績を有する者
③精神看護学領域の講義、演習、実習を担当できる者
④本学の建学の精神ならびに教育⽬標を理解し、その達成に協⼒できる者

※助⼿の場合
以下の➀②③を全て満たす者
➀精神科領域での看護師経験有する者
➁精神看護学領域の実習を担当できる者
③本学の建学の精神ならびに教育⽬標を理解し、その達成に協⼒できる者

【⺟性看護学】
以下➀②③④を全て満たす者
➀修⼠以上の学位を有する者
②専⾨分野に関する教育・研究業績を有する者
③⺟性看護学領域の講義、演習、実習を担当できる者
④本学の建学の精神ならびに教育⽬標を理解し、その達成に協⼒できる者

【⼩児看護学】
以下➀②③④を全て満たす者
➀修⼠以上の学位を有する者
②専⾨分野に関する教育・研究業績を有する者
③⼩児看護学領域の講義、演習、実習を担当できる者
④本学の建学の精神ならびに教育⽬標を理解し、その達成に協⼒できる者

【地域・在宅看護論】
以下➀②③④を全て満たす者
➀修⼠以上の学位を有する者
②専⾨分野に関する教育・研究業績を有する者
③地域・在宅看護論領域の講義、演習、実習を担当できる者
④本学の建学の精神ならびに教育⽬標を理解し、その達成に協⼒できる者
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